
記入例 

連絡先

照会する場所 面積 　　　　　　　　　㎡

土地所有者

　　目的：

工事期間

返送方法

□埋蔵文化財
包蔵地に該当
しません。

◎連絡先：那珂市歴史民俗資料館（那珂市戸崎428-2）

℡：029-297-0080 Fax：029-297-0075 メール：rekishi-m@city.naka.lg.jp

□埋蔵文化財
包蔵地に該当

します。

　□開発計画が進み次第、再照会をお願いします。

回答書（※以下の欄は記載をしないでください。） 回答番号 №

現地確認日 令和   年   月    日 確認者
那珂市生涯学習課
　　歴史民俗資料館　担当：菊池

・遺跡番号： ・遺跡名：

那珂市

所有者氏名

令和　　　年　　　月　　　日　～　令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※回答ができ次第、一度ご連絡いたします。

※太線内の必要事項を記入し、上記の場所が分かる地図（住宅地図等）と公図を添付してください。

　 なお、新規造成する際は、道路位置図の添付もお願いします。

令和　　　年　　　月　　　日

那珂市教育委員会教育長　様

埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて（照会兼回答書）

開発目的

住所

会社・個人名      担当者

℡： 　　Fax：

照会者

□事前に試掘・確認調査が必要になりますのでご協力をお願いします。

よって文化財保護法第【 93 ・ 94 】条に基づく届出や試掘調査依頼書が必要

となることから、お手数ですが歴史民俗資料館までお問い合わせください。

□試掘調査を実施する必要はありません。

工事着工はできますが、埋蔵文化財は地中にあることから慎重に工事を進め、遺物

等が発見された場合には、現状を変更することなく速やかに歴史民俗資料館へご

連絡をお願いします。

工事着工はできますが、指定外においても埋蔵文化財が見つかる可能性もありま

すので、慎重に工事を進め、遺物等が発見された場合は、現状を変更することなく

速やかに歴史民俗資料館へご連絡をお願いします。

□現地立会とします。 理由【 杭打ち ・ 基礎掘削 ・ その他 】

工事日程が決まり次第、歴史民俗資料館へご連絡をお願いします。

物件調査

開発（工事）計画（事業名： ）

個人住宅 共同住宅 店舗 会社・工場

その他建物（ ）

宅地造成 発電・電波塔 土砂採取・埋立

交通 電気・ガス・水道 その他開発（ ）

来館 郵送 FAX メール

提出日 

こ
の
破
線
の
中
は
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

記
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し
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照会する地番・面積・所有者を記入 

（地番等が多い場合は、別紙へ記入） 

施主・事業主・土地所有者など 

（代理を立てる場合、名刺等を添付） 

該当する箇所にチェック 

事業名が決まっていれば記入 

添付資料 



記入例 

別紙

照会する場所

那珂市

面積 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

土地所有者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照会兼回答書にかけなかった分を記載 



記入例 

 

【照会兼回答書の記入方法】 

 

（１） 日付・・・提出日を記入してください。 

 

（2） 照会者・・・郵便番号とともに住所を記入してください。 

           施主・事業主・土地所有者などを記入してください。 

          →照会する者が事業主（会社）である場合、担当者の名前も記入をお願いします。 

           個人などからの依頼により代理として申請する場合、名刺等の住所・連絡先が 

分かるものを添付をお願いします。 

 

（3） 照会する場所・・・照会する地番・面積・土地所有者を記入してください。 

              →地番が多いなどにより欄に収まらない場合、「別紙」をお願いします。 

               面積は地番がまとまっている場合、一括の面積を記入してください。 

 

（4） 開発目的・・・該当する箇所にチェックをつけてください。 

            開発計画の事業名が決まっている場合は記入してください。（仮でも可能で

す。） 

 

（5） 工事期間・・・決まっている場合は記入、未定ならば「未定」と記入してください。 

 

（6） 返送方法・・・希望の返送方法にチェックをつけてください。 

            ただし、回答ができ次第、一度電話でご連絡いたします。 

 

 ※添付資料・・・照会する地番や周辺がわかる地図（住宅地図など）と公図を提出してください。 

           新規造成する際には、道路位置図も添付して提出してください。 

 

 ※地番が全く別の場所の場合は、それぞれ照会を出していただくようお願いします。 


